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第２章 委託役務業務共通仕様書 

総則 

第１条 適用 

  １ 委託役務業務共通仕様書は、大阪広域水道企業団（以下「企業団」という。）が発

注する委託役務業務について適用する。 

  ２ 委託役務業務共通仕様書に特に定めがない事項については、請負工事及び委託必

携の規定によること。 

  ３ 受注者は、契約書、設計図書に基づいて業務を行うこと。 

 

第２条 用語の定義 

  １ 「委託役務」とは、業務内容のほとんどが人的な労力の提供により完遂される作

業をいう。 

  ２ 「施設管理担当者」とは、発注者の指定する職員をいう。 

    なお、施設管理担当者の権限は、契約書に規定のとおりとする。 

  ３ 「業務責任者」とは、受注者における業務の指揮監督を行う者で、契約書に基づ

き受注者が置いたものをいう。 

  ４ 「設計図書」とは、補足説明書、質問回答書、特記仕様書、図面、金抜設計書及

び委託役務業務共通仕様書をいう。 

５ 「質問回答書」とは、質問受付時に電子入札公告、共通入札説明書及び設計図書

に対して入札参加者が提出した質問へ発注者が回答する書面をいう。 

  ６ 「特記仕様書」とは、委託役務業務共通仕様書を補足し、業務の履行に関する明

細又は業務に固有の技術的要求を定める図書をいう。 

７ 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図をいう。 

  ８ 「金抜設計書」とは、発注者が示す金額を記載していない設計書をいう。 

  ９ 「段階確認」とは、設計図書に示された段階において、施設管理担当者が臨場等

により、出来形、品質、数値等を確認することをいう。 

   

第３条 業務実施計画書（工程表） 

    受注者は、契約書に規定する業務実施計画書（工程表）を、所定の様式（様式－

６）に基づき作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出すること。 

    なお、浄水場、ポンプ場等における設備の運転上、作業の実施が制約を受ける場

合は、施設管理担当者の指示に基づき作成すること。 

 

第４条 業務計画書 

  １ 業務責任者は、業務着手前に業務を完了するために必要な手順や手法等について

の業務計画書を施設管理担当者に提出すること。 

    業務責任者は、業務計画書を遵守し業務を履行すること。 

    この場合、業務責任者は業務計画書に以下の事項について記載し、施設管理担当

者がその他の項目について補足を求めた場合には追記すること。 

    なお、記載内容について、業務責任者は、施設管理担当者と協議のうえ、記載内

容の一部を省略することができる。 

   （１）業務概要 

   （２）業務計画工程表 



   （３）現場組織表 

   （４）主要機械 

   （５）主要資材 

   （６）作業方法 

   （７）作業管理計画 

   （８）安全管理 

   （９）緊急時の体制及び対応 

   （10）交通管理 

   （11）環境対策 

   （12）その他 

  ２ 業務責任者は、業務計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業に

着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出すること。 

 

第５条 打合せ等 

  １ 業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な

連絡をとり、業務の方針及び条件等をよく理解するものとし、その内容については

その都度受注者が協議書に記録し、相互に確認すること。 

  ２ 業務着手時及び設計図書で定める作業の区切りにおいて、業務責任者と施設管理

担当者は打合せを行うものとし、その結果について受注者が協議書に記録し、相互

に確認すること。 

  ３ 受注者は、仕様書等に定めの無い事項について疑義が生じた場合、速やかに施設

管理担当者と協議すること。 

 

第６条 段階確認 

  １ 受注者は、設計図書において、施設管理担当者の段階確認を指定された作業につ

いては、段階確認を受けなければならない。 

    なお、段階確認時において、施設管理担当者に不備を指摘された場合、直ちに是

正を行い、再確認を受けること。 

  ２ 受注者は、施設管理担当者による段階確認に必要な準備、人員及び資機材等の提

供を行わなければならない。 

  ３ 施設管理担当者による段階確認の時間は、施設管理担当者の勤務時間内とする。

ただし、やむを得ない理由があると施設管理担当者が認めた場合は、この限りでな

い。 

 

第７条 後片付け 

   受注者は、業務の全部又は一部の完了時には、一切の受注者の機器、余剰資材、残

骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び作業にかかる部分を清掃し、原状

回復すること。ただし、設計図書において存置するとした場合を除く。また、検査等

に必要な足場、はしご等は、施設管理担当者の指示に従って存置し、検査の終了後、

撤去すること。 

 

第８条 事故発生報告書 

   受注者は、業務の履行中に事故が発生した場合には、直ちに施設管理担当者に通報

するとともに、「事故発生報告書（様式－１１）」にて施設管理担当者が指示する期日

までに、提出すること。 



第９条 諸法令の遵守 

   受注者は、当該業務に関する諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、

諸法令の適用は受注者の責任において行うこと。 

 

第 10 条 作業時間の変更 

  １ 受注者は、設計図書に作業時間が定められている場合で、その時間を変更する必

要がある場合は、予め施設管理担当者と協議すること。 

  ２ 受注者は、設計図書に定められていない場合で、閉庁日又は夜間に作業を行う場

合は、事前に理由を付した書面によって施設管理担当者に提出すること。 

 

第 11 条 保険の付保及び事故の補償 

  １ 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金

共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれ

らの保険に加入しなければならない。 

  ２ 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に

対して責任をもって適正な補償しなければならない。 

  ３ 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合（現場で働く大工、左官、とび、

土工、電工、配管工、塗装工、運転工、その他建設業の労働者）は、同組合に加入

し、その掛金収納書を契約締結後、原則１ヶ月以内に、施設管理担当者に提出しな

ければならない。 

 

第 12 条 検便 

１ 受注者は、上水の取水場、浄水場、ポンプ場、浄水池、配水池、送水管等で１箇

月間にのべ５日以上業務に従事するときは、その前に作業員に対して、水道法第 

２１条に規定する健康診断（検便）を実施し、証明書を監督職員に提出しなければ

ならない。ただし、工事に従事する日から６ヵ月前までの間に会社等において上記

健康診断を実施している場合は、その証明書を提出すること。 

また、従事中の健康診断は、上記の健康診断の日から６ヵ月に１回実施すること。 

検便検査項目は、腸チフス菌、パラチフス菌、赤痢菌、腸管出血性大腸菌（Ｏ－ 

１５７）、その他必要により指示する項目とする。（健水発第1010001号、平成15年

10月10日付参照） 

２ 証明書は基本的に原本を提出すること。ただし他工事で提出している者にあって

は、その写しに原本の所在先を明記の上提出すること。 

３ 上記の外、監督職員が水道法上必要と判断し、臨時に検査を求めた場合は、受注

者は臨時の健康診断を実施し、証明書を提出すること。 

 

第 13 条 提出書類 

   受注者は、指定期日までに「委託役務関係提出書類一覧」により、関係書類を施設

管理担当者に提出すること。 

 

第 14 条 既設構造物に対する弁償 

   受注者は、業務中、他の既設構造物に損傷を与えた時は、受注者の負担で施設管理

担当者の指示に従って、速やかに原状に復旧すること。 

 

 



第 15 条 機器の運転・停止等 

  １ 施設機器の運転、停止操作は、原則として施設管理担当者が行うものとし、受注

者が独断に行ってはならない。 

  ２ 企業団施設は２４時間連続稼動しているので、運転管理に支障のないよう作業を

行うとともに、作業時間は出来る限り短縮すること。 

 

第 16 条 業務の開始・終了の連絡 

   受注者は、作業開始及び終了時、必ず施設管理担当者に連絡すること。 

 



 

 

 

第３章 委託役務関係提出書類 

 



令和７年５月1日　改定

様式
№

様　式　名 作成者 あて名

提
出
部
数

提　出　期　日　等

1  着手届  受注者  発注者 1 提出不要

2 業務責任者通知書 受注者 発注者 1 契約後速やかに

3 業務責任者経歴書 本人 発注者 1 契約後速やかに

4 業務責任者変更通知書 受注者 発注者 1 変更のとき

5-1 委任（下請負）承諾申請書 受注者 発注者 1 下請契約をしようとするとき

5-2 委任（下請負）承諾書 発注者 受注者 １ 承諾するとき

5-3 個人情報取扱作業責任者届 受注者 発注者 １ 契約後速やかに

6 業務工程表 受注者 発注者 １ 契約後速やかに

7 請求書 受注者 発注者 １ 請求をしようとするとき

8 完了届 受注者 発注者 １ 業務完了の日

9 業務計画書 業務責任者 施設管理担当者 １ 契約後遅滞なく

10 作業員届書 業務責任者 施設管理担当者 １ 契約後遅滞なく

11 事故発生報告書 受注者 発注者 １ 事故発生後直ちに

12 業務月報 業務責任者 施設管理担当者 1
上半期分２０日まで　下半期分翌月５日まで
  （作業月のみ提出でも可）

13 協議書（打合せ記録簿）
業務責任者

施設管理担当者
相互間

業務責任者
施設管理担当者

相互間
２ その都度

14 段階確認書 業務責任者 施設管理担当者 １ 事前に

15 業務写真帳 業務責任者 施設管理担当者 １ 施設管理担当者の指示するとき

16 休日作業届書・週間工程表 業務責任者 施設管理担当者 １ 毎週、前週の金曜日まで

17 支給品受領書 業務責任者 出納員 １ 支給品引渡の日から７日以内

18 支給品戻入書 業務責任者 出納員 １
完了のとき
（使用済又は履行期日）

誓約書（暴排・元請用） 受注者 企業長 １

誓約書（暴排・下請用） 下請負者 企業長 １ 下請契約をしたとき

21 労災保険成立証明書 受注者 発注者 １

22 借用書 業務責任者  施設管理担当者 １ その都度

23 作業用電力（用水）使用願い 業務責任者  施設管理担当者 １ 使用するとき

委 託 役 務 関 係 提 出 書 類 一 覧

別添


